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「業務の適正を確保するための体制」の一部改定に関するお知らせ 

  

 

当社は、本日開催の取締役会において、｢業務の適正を確保するための体制｣を、以下のとおり改定することを

決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 

1. 当社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・当社取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、行動指針を制定

し、これを遵守しております。 

・「取締役会規則」を始めとする社内諸規程を制定し、会社の経営組織、業務分掌及び職務権限等を定め、

業務の効率的運営及び責任体制の確立を図り、これの維持改善に努めております。 

・使用人の職務執行の適正性を確保するため、入社時に会社の理念や行動規範等のオリエンテーションを

実施し、入社後も定期的な研修を実施することで、維持に努めております。 

・内部監査担当部署は、経営管理部に設けられておりますが、内部監査担当者は、社長が直接任命し、内

部監査の適切かつ効率的な実施、監査役及び会計監査人との連携に努めております。 

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役会議事録及びその他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、取締役会規則、文

書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。 

 

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 経営上のリスクについては、担当部署及び担当取締役がそのリスクの分析、検討を行うほか、必要に応

じて、取締役会及び戦略会議にて審議を行っており、さらに弁護士、公認会計士、弁理士及び社外の研究

者等の複数の専門家から、参考とするためのアドバイスを受け、最善と考えられる経営判断を行っており

ます。 

 また、業務運営上のリスクについては、社会的規範や、法令及び社内規程を遵守するコンプライアンス

を徹底するとともに、人々の健康福祉に貢献するという使命感から高い社会的倫理観を持ち事業活動を展

開しております。 

 

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
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 当社の取締役会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締

役4名(うち社外取締役1名)で構成され、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会

では、当社の財務状況及び経営課題を迅速に共有するとともに、業務執行及び経営に関する重要な意思決

定を行っております。 

 

5. 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 当社は、当社グループの経営の基本方針及び基本ポリシーを具現化し、グループ全体の継続的な企業価

値向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題と位置付け、当社に

おける監督機能、業務執行機能を明確化し、経営における透明性と公正性の向上並びに迅速な意思決定の

追求に努めます。 

（a）当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

当社取締役が当社子会社の取締役を兼務することで、当社子会社の取締役等の職務執行の監督を

行い、取締役会議事録及び重要事項の報告を義務付ける体制を確保します。 

（b）当社子会社の損失の危険の管理に関する体制 

当社グループを取り巻くさまざまなリスクを把握・管理し、リスクの軽減化を図る体制を確保し

ます。 

(c)当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社グループでは、グループ中期経営計画を策定し、当該事業年度毎のグループ全体の重点経営

目標及び予算配分を定めます。また、各部門の担当職務内容及び職務権限を明確にするため、職務

分掌及び職務権限に関する規程を整備する他、当社グループの取締役の業務執行が効率的に行われ

る体制を確保します。 

(d)当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制 

当社子会社の取締役等及び使用人の職務執行の適正性を確保するため、入社時に会社の理念や行

動規範等のオリエンテーションを実施し、入社後も定期的な研修を実施することで、維持に努めて

おります。 

 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議のうえ、必要に応じて補

助使用人を配置することといたします。 

 

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

 補助使用人の業務執行者からの独立性及び監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保するため

に、補助使用人の属する組織、指揮命令権、人事評価などは監査役の同意を得るものといたします。 

 

8. 当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制並びに

監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

（a） 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

当社取締役及び使用人が当社グループの経営、業績に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上

又は財務上の諸問題、その他著しい損害をおそれのある重要な事実を発見した時は、直ちに監査役

に報告します。 

（b） 当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告を

するための体制 

当社グループの取締役等及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を

求められた時は、速やかに適切な報告を行います。また、当社グループの取締役等及び使用人は、

法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、



これを発見し次第、直ちに当社の監査役又は監査役会に対して報告を行います。 

（c） 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を

行っております。 

・取締役会及び戦略会議、その他重要な社内会議に各監査役が出席し、その際、各監査役の要請に応

じて、取締役及び使用人は、必要な報告及び情報提供に努めております。 

・代表取締役と監査役は定期的に意見交換を行っております。 

・監査役会は、会計監査人及び内部監査担当者と積極的に情報交換を行い、効率的な監査環境を整備

し、監査の有効性を高める体制を構築しております。 

 

9. 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

当社は、当社グループの監査役への報告を行った当社グループの取締役等及び使用人に対し、当該報告

をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等及び使用

人に周知徹底します。また、当社グループの取締役等及び使用人が当社監査役に対して直接通報すること

ができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による不利益取扱いを禁止し、その旨を当社グ

ループの取締役等及び使用人に周知徹底します。 

 

10. 当社監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項 

当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求

をした時には、速やかに当該費用又は債務を処理します。また、監査役が職務遂行に必要があると判断し

た場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認めます。 

 

 

以 上 


